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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の取付部に取り付けられる内視鏡の栓体であって、
　筒状の栓本体と、
　前記栓本体に形成され、前記取付部に嵌合し、前記取付部からの前記栓本体の挿脱方向
移動を阻止する取付受け部と、
　前記取付部に前記取付受け部が嵌合している状態において、液体から隔離される位置で
前記取付受け部に形成され、前記液体に接触して前記取付受け部を前記取付部に嵌合不能
な状態にする液体接触部と
を有することを特徴とする内視鏡の栓体。
【請求項２】
　前記取付部は、前記内視鏡内の処置具挿通チャンネルに通じる略筒状の口金であり、
　前記栓体は、処置具が挿通される処置具挿通穴を有し、前記口金に嵌合する口金受け部
が前記取付受け部であり、
　前記口金に前記口金受け部が嵌合している状態において、前記処置具挿通チャンネルか
らの液体から隔離される位置で前記口金受け部に前記液体接触部が形成されていることを
特徴とする請求項１記載の内視鏡の栓体。
【請求項３】
　前記口金は外側端部に口金嵌合部を有し、前記口金嵌合部は、外周面から外側に向けて
突出する口金側円環状突出部と、外周面に形成される口金側周溝とを有し、
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　前記口金受け部は、前記栓本体の内周面に形成され、前記口金側円環状突出部に嵌合す
る栓本体側周溝と、前記栓本体の内周面に形成され、前記口金側周溝に嵌合する栓本体側
円環状突出部とを有し、
　前記液体接触部は、前記栓本体側円環状突出部の内周面に形成されることを特徴とする
請求項２記載の内視鏡の栓体。
【請求項４】
　前記口金は外側端部に口金嵌合部を有し、前記口金嵌合部は、外周面から外側に向けて
突出する口金側円環状突出部と、外周面に形成される口金側周溝とを有し、
　前記口金受け部は、前記栓本体の内周面に形成され、前記口金側円環状突出部に嵌合す
る栓本体側第１周溝と、前記栓本体側第１周溝よりも大きな内径を有する栓本体側第２周
溝と、前記栓本体側第２周溝に外周部が嵌合し、前記口金側周溝に内周部が嵌合する係止
リングとを有し、
　前記液体接触部は、前記係止リングに形成されることを特徴とする請求項２記載の内視
鏡の栓体。
【請求項５】
　前記液体接触部は、水を吸収して膨張する水膨張部材から構成されることを特徴とする
請求項１から４いずれか１項記載の内視鏡の栓体。
【請求項６】
　前記液体接触部は、水に溶ける水溶性材料から構成されることを特徴とする請求項１か
ら４いずれか１項記載の内視鏡の栓体。
【請求項７】
　前記栓本体は、水を吸収して膨張する水膨張部材から構成され、
　前記液体接触部を除く栓本体の外面には防水コート層を有することを特徴とする請求項
１から３いずれか１項記載の内視鏡の栓体。
【請求項８】
　前記栓本体は、前記処置具挿通穴を外側から塞ぐ弁部材と、前記弁部材を前記栓本体に
連結する連結部材と、前記弁部材が嵌合する弁部材受け部とを有することを特徴とする請
求項２から７いずれか１項記載の内視鏡の栓体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の栓体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療用の内視鏡は、体内の状態を観察するだけではなく、体内に病変部等が存在
する場合には、その組織細胞を採取したり、所定の処置を施したりすることができる構成
となっている。このため、内視鏡には、その挿入部に鉗子その他の処置具を挿通する処置
具挿通チャンネルが設けられる。この処置具挿通チャンネルの基端部は操作部に設けた処
置具導入部に通じており、また先端は挿入部の先端面や先端側面に設けた観察部等と共に
処置具導出口として開口している。
【０００３】
　処置具導入部には口金を介して鉗子栓（栓体）が取り付けられている。鉗子栓は、被検
体の体内から逆流する血液、体内汚物、及び体内洗浄用の生理食塩水などが処置具導入部
から外部に洩れ出ることがないように、処置具導入部を塞ぐ。
【０００４】
　上記鉗子栓は、被検者や術者への感染防止のために、滅菌済みとなっており使用後は使
い捨てとなるディスポーザルタイプとして提供されている。しかし、再使用が不可能なタ
イプではないため、使い回される懸念がある。このため、特許文献１では、口金に取り付
けたときに外部に露出する栓体に指掛け部と、指掛け部を持って栓体を取り外すときの力
で破断する薄肉部とを設け、取り外すと再使用が不可能なように栓体が破断される。
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【０００５】
　また、特許文献２には、操作部本体に嵌合してシースを固定する固定板を、水溶性ポリ
マで構成し、取り外した後に洗浄液などに触れると固定板が溶解または膨張して再使用が
不能になるディスポーザブル医療用具が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平３－４７２７５号公報
【特許文献２】特開平７－９５９８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１では、口金から取り外した際に破壊操作が伴うような指掛け
部を設け、この指掛け部を用いて口金から鉗子栓を取り外すことにより、鉗子栓の一部を
破壊して再使用不能にしているものの、指掛け部を用いることなく、鉗子栓を取り外すこ
とも可能である。この場合には、破壊することなく口金から取り外すことができ、再使用
も可能になるという問題がある。
【０００８】
　また、特許文献２のディスポーザブル医療用具では、体腔内粘膜と直接触れない部分の
少なくとも一部の部材を、親水性ポリマを含む材料により構成して、使用後に洗浄を行う
ことにより、一部を溶解または膨張させて再使用を不能にしている。しかしながら、内視
鏡の処置具チャンネルの入口を塞ぐ鉗子栓では、被検者の体内から逆流する血液、体液、
汚物、洗浄水などに直接に晒されることにより、特許文献２の技術を鉗子栓などの栓体に
そのまま利用することができないという問題がある。
【０００９】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、再使用を不可能にする内視鏡の栓体
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明では、内視鏡の取付部に取り付けられる内視鏡の栓体
であって、筒状の栓本体と、前記栓本体に形成され、前記取付部に嵌合し、前記取付部か
らの前記栓本体の挿脱方向移動を阻止する取付受け部と、前記取付部に前記取付受け部が
嵌合している状態において、液体から隔離される位置で前記取付受け部に形成され、前記
液体に接触して前記取付受け部を前記取付部に嵌合不能な状態にする液体接触部とを有す
ることを特徴とする。
【００１１】
　前記取付部は、前記内視鏡内の処置具挿通チャンネルに通じる略筒状の口金であり、前
記栓体は、処置具が挿通される処置具挿通穴を有し、前記口金に嵌合する口金受け部が前
記取付受け部であり、前記口金に前記口金受け部が嵌合している状態において、前記処置
具挿通チャンネルからの液体から隔離される位置で前記口金受け部に前記液体接触部が形
成されていることが好ましい。すなわち、内視鏡内の処置具挿通チャンネルに通じる略筒
状の口金に嵌合され、処置具が挿通される処置具挿通穴を有する内視鏡の栓体であって、
筒状の栓本体と、前記栓本体に形成され、前記口金に嵌合し、前記口金からの前記栓本体
の挿脱方向移動を阻止する口金受け部と、前記口金に前記口金受け部が嵌合している状態
において、前記処置具挿通チャンネルからの液体から隔離される位置で前記口金受け部に
形成され、液体に接触して前記口金受け部を前記口金に嵌合不能な状態にする液体接触部
とを有することが好ましい。
【００１２】
　前記口金は外側端部に口金嵌合部を有し、前記口金嵌合部は、外周面から外側に向けて
突出する口金側円環状突出部と、外周面に形成される口金側周溝とを有し、前記口金受け
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部は、前記栓本体の内周面に形成され、前記口金側円環状突出部に嵌合する栓本体側周溝
と、前記栓本体の内周面に形成され、前記口金側周溝に嵌合する栓本体側円環状突出部と
を有し、前記液体接触部は、前記栓本体側円環状突出部の内周面に形成されることが好ま
しい。
【００１３】
　前記口金は外側端部に口金嵌合部を有し、前記口金嵌合部は、外周面から外側に向けて
突出する口金側円環状突出部と、外周面に形成される口金側周溝とを有し、前記口金受け
部は、前記栓本体の内周面に形成され、前記口金側円環状突出部に嵌合する栓本体側第１
周溝と、前記栓本体側第１周溝よりも大きな内径を有する栓本体側第２周溝と、前記栓本
体側第２周溝に外周部が嵌合し、前記口金側周溝に内周部が嵌合する係止リングとを有し
、前記液体接触部は、前記係止リングに形成されることが好ましい。
【００１４】
　前記液体接触部は、水を吸収して膨張する水膨張部材、または水に溶ける水溶性材料に
より構成されることが好ましい。また、前記栓本体は、水を吸収して膨張する水膨張部材
により構成され、前記液体接触部を除く栓本体の外面には防水コート層を有することが好
ましい。前記栓本体は、前記処置具挿通穴を外側から塞ぐ弁部材と、前記弁部材を前記栓
本体に連結する連結部材と、前記弁部材が嵌合する弁部材受け部とを有することが好まし
い。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、取付部に取付受け部が嵌合している状態において、液体から隔離され
る位置で取付受け部に形成され、液体に接触して取付受け部を前記取付部に嵌合不能な状
態にする液体接触部を有することにより、内視鏡の使用後に、例えば鉗子栓などの栓体を
外して洗浄する際に、取付部から取付受け部の嵌合が外れ、液体接触部が外部に露呈した
状態となって、洗浄液に接する。液体接触部は洗浄液に接触すると、取付部との嵌合が不
能になるので、栓本体の再使用が防止される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】内視鏡システムの概略構成を示す一部正面図を含む斜視図である。
【図２】処置具導入部の口金に第１実施形態の鉗子栓を取り付けた状態を示す断面図であ
る。
【図３】鉗子栓と口金とを分解して示す斜視図である。
【図４】処置具導入部に鉗子栓を取り付けた状態の斜視図である。
【図５】鉗子栓を展開して示す断面図である。
【図６】鉗子栓使用後の洗浄による鉗子栓の変形の一例を示す斜視図である。
【図７】第２実施形態の鉗子栓を展開して示す断面図である。
【図８】鉗子栓本体と係止リングと口金と処置具導入部を示す分解斜視図である。
【図９】使用状態の鉗子栓を示す断面図である。
【図１０】使用後の鉗子栓が口金から脱落してしまう状態を示す断面図である。
【図１１】液体接触部に水侵入穴を設けた別実施形態の断面図である。
【図１２】液体接触部に凹凸面を設けた別実施形態の係止リングの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１において、内視鏡１０は操作部１２と挿入部１３とユニバーサルコード１４とを有
する。ユニバーサルコード１４はコネクタ１５，１６及びケーブル１７を介して光源装置
１８及びプロセッサ装置１９に接続される。
【００１８】
　操作部１２には、アングルノブ２１、送気・送水ボタン２２、吸引ボタン２３などが設
けられる。操作部１２の挿入部１３側には処置具導入部２４が設けられる。この処置具導
入部２４からは、各種処置具１１が挿通される。
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【００１９】
　挿入部１３は操作部１２に連設されており、被検者の体内に挿入される。挿入部１３は
、操作部１２側から順に、可撓性を有する軟性部２５と、湾曲自在な湾曲部２６と、先端
硬性部２７とを有する。軟性部２５は、先端硬性部２７を体内の目的の位置に到達させる
ための長さを持つ。湾曲部２６は、操作部１２のアングルノブ２１の操作に連動して上下
、左右方向に湾曲動作し、先端硬性部２７を体内の所望の方向に向けることができる。
【００２０】
　先端硬性部２７の先端面には、周知のように観察窓、照明窓、送気・送水ノズル（共に
図示せず）の他に、処置具出口３０が設けられる。観察窓の奥には、対物光学系、ＣＣＤ
やＣＭＯＳイメージセンサ等の撮像ユニットが配置される。撮像ユニットからの撮像信号
は、ユニバーサルコード１４等を介してプロセッサ装置１９に送られる。プロセッサ装置
１９は、撮像ユニットの撮像信号に対して各種画像処理を施し映像信号に変換し、モニタ
２０に観察画像として表示する。
【００２１】
　照明窓には、ライトガイドの出射端が配される。ライトガイドは光源装置１８の照射光
源からの照明光を照明窓に導く。照明窓からの照明光は体内の被観察部位に向けて照射さ
れる。送気・送水ノズルは、送気・送水ボタン２２の操作に応じて、図示しない送気・送
水装置から供給されるエアーや水を観察窓に向けて噴射する。
【００２２】
　処置具出口３０は、挿入部１３内に配設された処置具挿通チャンネル３１に接続され、
処置具導入部２４に連通する。処置具挿通チャンネル３１は処置具導入部２４近くで吸引
通路３２が分岐される。吸引通路３２は吸引ボタン２３に連結される。吸引ボタン２３は
ユニバーサルコード１４を介して図示省略の吸引ポンプに連結される。吸引ポンプは内視
鏡１０の操作時には常時駆動される。したがって、吸引ボタン２３の押圧操作によって、
吸引通路３２及び処置具挿通チャンネル３１から体内の血液、体液、汚物、洗浄水などが
吸引される。
【００２３】
　図２に示すように、処置具導入部２４には、口金３３がネジ留めされる。口金３３は金
属製で筒状に形成される。図３に示すように、口金３３の外周面３３Ａには、下から順に
雄ねじ部３４、Ｏリング収納溝３５、鉗子栓取付溝３６、円環状突出部３７が形成される
。Ｏリング収納溝３５にはＯリング３８が収納される。Ｏリング３８は処置具導入部２４
と口金３３の外周面３３Ａとの間を水密に保持する。内周面３３Ｂは外側に向かうに従い
次第に開拡するテーパー面状に形成されており、ガイド面となる。このガイド面により、
処置具が処置具挿通チャンネル３１に円滑に案内される。
【００２４】
　鉗子栓取付溝３６、円環状突出部３７が形成される口金３３の外側端部は、処置具導入
部２４に口金３３が取り付けられた状態で、外部に突出し露呈する（図２参照）。この鉗
子栓取付溝３６、円環状突出部３７により口金嵌合部３９が構成される。
【００２５】
　鉗子栓４０は、滅菌済みで使用後は使い捨てにされるディスポーザルタイプとして提供
され、図２に示すように使用時に口金３３に嵌着される。そして、図４に示すような使用
状態となる。
【００２６】
　図５に示すように、鉗子栓４０は、栓本体４１、弁部材４２、これらを連結する連結帯
片４３を備える。そして、展開した状態では、連結帯片４３の一端部に栓本体４１が、他
端部に弁部材４２がそれぞれ形成される。栓本体４１は、略円筒状に構成される。栓本体
４１の下側部分の内周面には口金受け部４５が、栓本体４１の上側部分の内周面には弁部
材受け部４６が形成される。口金受け部４５と弁部材受け部４６との間は隔壁部４７とな
っている。隔壁部４７の中央には、処置具が挿通する絞り通路４８が形成される。また、
絞り通路４８の上側縁部は円錐状に切り欠かれており、処置具先端を絞り通路４８に案内



(6) JP 5259783 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

するためのガイド面４９になる。
【００２７】
　口金受け部４５は、円環状突出部５１及び周溝５２を有する。円環状突出部５１は口金
３３の鉗子栓取付溝３６に入り込み嵌合する。また、周溝５２には口金３３の円環状突出
部３７が入り込み嵌合する。これらの嵌合によって、栓本体４１が口金３３に着脱自在に
固定される。
【００２８】
　弁部材４２は、ベース部５５、逆止弁部５６、弁部材嵌合部５７を備える。図３に示す
ように、ベース部５５は連結帯片４３に連続し円盤状に形成される。そして、一方の側縁
に連結帯片４３が連結され、他方の側縁に摘まみ片５８が連結される。ベース部５５には
逆止弁部５６の形成面とは反対側の面に、円穴状の凹みからなるガイド面５９が形成され
る。逆止弁部５６にはスリット６０が形成される。スリット６０の接触面は互いに密着し
ており、密着状態では水密状態を保つ。また、ガイド面５９から処置具が挿入されると、
処置具の挿入によってスリット６０が弾性変形して開き、処置具の挿通が可能になる。ま
た、スリット６０の弾性力によりスリット面が処置具に密着するため、処置具と弁部材４
２とが水密に維持され、体内から逆流する血液や体液などが鉗子栓４０から洩れだすこと
がない。
【００２９】
　弁部材嵌合部５７は、逆止弁部５６の外周面に形成される円環状突出部６１と周溝６２
とを有する。弁部材受け部４６は、弁部材嵌合部５７を受けるものであり、弁部材嵌合部
５７の円環状突出部６１が嵌合する周溝６３と、弁部材嵌合部５７の周溝６２が嵌合する
円環状突出部６４とを有する。これら弁部材嵌合部５７と弁部材受け部４６との嵌合によ
り、弁部材４２が栓本体４１に着脱自在に取り付けられる。
【００３０】
　口金嵌合部３９と口金受け部４５とによる取り付け強度に比べて、弁部材嵌合部５７と
弁部材受け部４６とによる取り付け強度は小さく設定される。したがって、摘まみ片５８
を摘んで弁部材４２を引き起こして、弁部材受け部４６から弁部材嵌合部５７を取り外す
ときに、鉗子栓４０が口金３３から脱落することはない。
【００３１】
　本第１実施形態では、鉗子栓本体６５は水膨張性エラストマにより一体成型される。そ
して、内視鏡に取り付けられた状態では水に接触して膨張することがないように、円環状
突出部５１の内周面５１Ａの一部（図５のクロスハッチ部分）５１Ｂを除いて、鉗子栓本
体６５の全面に防水コート層６６が被覆される。また、内周面５１Ａの一部５１Ｂは防水
コート層６６が被覆されない。この防水コート層６６が被覆されない一定幅の非防水部５
１Ｂが、液体接触部６７となる。
【００３２】
　水膨張性エラストマは、水を吸収することにより体積が膨張するエラストマであり、ゴ
ム系基本材料と吸水性材料とを複合化したものであり、市販のものが用いられる。
【００３３】
　液体接触部６７の形成方法は、非防水部５１Ｂにマスキングテープなどのマスキング部
材を配置して、防水コート層６６を例えば塗布により形成する。この防水コート層６６が
乾燥した状態で、マスキング部材を取り除くことにより、液体接触部６７が形成される。
また、マスキング部材を取り付ける代わりに、マスキング部材取付位置に接触する円周面
を有する鉗子栓保持部材を設け、この鉗子栓保持部材を用いて鉗子栓４０に防水コート層
６６を塗布してもよい。この場合には、鉗子栓保持部材が接触した部分は防水コート層６
６が塗布されないため、液体接触部６７を構成することができる。
【００３４】
　図２に示すように、内視鏡の処置具導入部２４に鉗子栓４０を取り付けると、口金嵌合
部３９が口金受け部４５に嵌合し、両者が密着する。したがって、口金３３から鉗子栓４
０が脱落することはない。また、口金３３に栓本体４１が密着して嵌合するため、液体接
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触部６７はこの密着部を介して、処置具挿通チャンネル３１と隔離される。これにより、
血液、体液、汚物、洗浄液などの液体と液体接触部６７とは接触することがない。また、
鉗子栓本体６５は防水コート層６６により覆われるため、内視鏡の使用状態において、液
体吸引による膨張が発生することはない。
【００３５】
　図１に示すように、使用に際しては、操作部１２を操作して、被検体内に挿入部１３を
挿入し、所定の患部に挿入部先端を位置させて、観察や処置を行う。処置具１１を使用す
る場合には、鉗子栓４０のスリット６０（図２参照）から処置具先端を挿入し、処置具挿
通チャンネル３１を介して、被検体内に処置具１１を挿入する。所定の処置を行った後は
、鉗子栓４０から処置具１１を取り出した後に、吸引ボタン２３の操作によって、処置具
挿通チャンネル３１から被検体内の血液、体液、汚物、洗浄液などを吸入する。なお、基
本的には弁部材４２を弁部材受け部４６に取り付けた状態で使用するが、カニュレーショ
ンチューブなどのコシの弱いものを鉗子栓４０から挿通するときには、挿入抵抗を小さく
するために、弁部材４２を弁部材受け部４６から外した状態で使用することもある。
【００３６】
　内視鏡の操作が全て完了した後に、内視鏡１０からは鉗子栓４０やその他の付属物が外
された後に、図示しない洗浄機に入れられて、処置具挿通チャンネル３１内や挿入部１３
の外面などが洗浄される。通常は、鉗子栓４０はディスポーザルタイプとして提供されて
おり、使い捨てにされる。しかし、一部の術者によっては、鉗子栓４０も洗浄して再度使
用することもあり、洗浄や消毒が完全でない状態で使い回しされるおそれもある。この場
合には、患者や術者への感染などの危惧もあり好ましくない。
【００３７】
　本第１実施形態では、鉗子栓４０を内視鏡１０から取り外して洗浄すると、液体接触部
６７が口金３３との嵌合を外れ、図３に示すように、外部に剥き出しの状態になる。この
状態で、水などで洗浄を行うと、液体接触部６７に水が接触する。鉗子栓本体６５は、水
膨張性エラストマにより構成されるため、内部の吸水性ポリマが水を吸って、図６（Ａ）
に示す使用状態から、（Ｂ）に示すように、例えば体積が２～６倍程度に膨れ上がる。ま
た、洗浄を止めて水との接触を絶つと、吸水した水分が乾燥し、乾燥した分だけ膨張率は
小さくなるものの、（Ｃ）に示すように、空気中の水分量とバランスした状態で膨れた状
態を保つ。したがって、元の大きさである（Ａ）の状態に復元することはなく、口金３３
に鉗子栓４０を取り付けることができなくなり、再使用が阻止される。
【００３８】
　次に、図７～図１０を参照して、本発明の第２実施形態について説明する。第２実施形
態では、第１実施形態のように、鉗子栓４０を水膨張性エラストマからなる鉗子栓本体６
５と、一部に液体接触部６７を有する防水コート層６６とにより構成する代わりに、液体
接触部６７が形成される円環状突出部５１のみを、図７及び図８に示すように、係止リン
グ７０として鉗子栓本体７１とは別部材で構成した鉗子栓７２を用いる。係止リング７０
は、水溶性エラストマにより、横断面が矩形のリング状に形成される。
【００３９】
　水溶性エラストマは、エラストマ基材に対して例えば水溶性ポリマを５０％以上（重量
割合）含ませたものが用いられるが、単に水に溶けて形状を維持することができなくなる
程度の変形が得られるものであればよく、その材質などは特に限定されない。例えば、圧
縮パルプやゼラチン及びその混合物などが用いられる。また、係止リング７０が弾性変形
して、円環状突出部３７を乗り越えて口金嵌合部３９に嵌合することができる程度の弾性
力を備えていればよく、エラストマに限定されることなく、ポリマであってもよい。
【００４０】
　図９に示すように、係止リング７０は、鉗子栓本体７１が口金３３に取り付けられた状
態で、鉗子栓本体７１と口金３３との間に入る。このため、図７に示すように、鉗子栓本
体７１は、口金嵌合部３９の円環状突出部３７が嵌合する第１周溝７５の他に、係止リン
グ７０の外周部分が入り込む第２周溝７６が形成される。また、係止リング７０は口金３



(8) JP 5259783 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

３の鉗子栓取付溝３６に入り込む。なお、第１実施形態と同一構成部材には同一符号が付
してあり、重複した説明を省略している。
【００４１】
　鉗子栓本体７１は、従来の栓本体と同じようにゴムなどのエラストマにより構成する。
第２実施形態では、係止リング７０のみを水溶性エラストマにより構成するため、製造が
容易になる。また、使用に際しては、鉗子栓７２が口金３３に嵌合し、口金嵌合部３９の
円環状突出部３７と鉗子栓本体７１の第１周溝７５とが密着することによって、係止リン
グ７０に液体が進入することはなく、嵌合状態が保たれ、通常通りに使用することができ
る。
【００４２】
　内視鏡の使用後に、鉗子栓７２を取り外して洗浄することにより、係止リング７０は水
溶性材料で構成されるため、水によって溶けて小さくなったり、または消滅する。したが
って、係止リング７０を再使用することができなくなる。このため、図１０に示すように
、鉗子栓本体７１を口金３３に嵌合しようとしても、係止リング７０が無いため、鉗子栓
本体７１を口金３３に係止させることができなくなり、再使用が防止される。
【００４３】
　なお、第２実施形態では、係止リング７０を水溶性ポリマにより形成しているが、この
他に、水膨張性ポリマ（水膨張性エラストマを含む）で係止リング７０を構成してもよい
。この場合にも、内視鏡から鉗子栓本体７１を取り外し洗浄すると、例えば水を吸引して
膨張し、係止リング７０として再使用することができなくなる。
【００４４】
　また、上記実施形態では、係止リング７０として鉗子栓本体７１とは別部材として構成
したが、これに代えて、係止リング部分も例えば二次成形により鉗子栓本体７１と一体的
に形成してもよい。この場合には、水溶性エラストマや水膨張性エラストマを用いて、係
止リング部分を二次成形する。
【００４５】
　上記第１実施形態では、栓本体４１のみならず、弁部材４２、連結帯片４３も水膨張性
エラストマにより構成したが、栓本体４１のみを水膨張エラストマから構成してもよい。
また、第１実施形態では、防水コート層６６を鉗子栓本体の表面に、塗布により形成した
が、一次成型により、例えば栓本体の外郭のみを通常のポリマで構成し、次に、二次成型
により外郭ポリマの中に、水膨張エラストマを成形してもよい。この場合には、外郭ポリ
マを水膨張エラストマの膨張に追随して膨張可能な厚みや材料で形成する。
【００４６】
　上記各実施形態では、液体接触部６７を円環状突出部５１の内周面に形成しているが、
水との接触面積を高めるために、図１１に示すように、液体接触部６７に、所定ピッチで
放射線方向や、その他の任意方向に水侵入穴８０を設けてもよい。また、水侵入穴８０の
代わりに、図１２に示すように、係止リング８１の内周面を凹凸面８２から構成して液体
との接触面積を高めてもよい。凹凸面８２は図示のような横断面が三角形状の筒方向に長
い突条から構成する他に、半球状や円錐状の突起や穴を多数設けて凹凸面を形成してもよ
い。また、凹凸面８２は、液体接触部６７に形成してもよく、さらには、水侵入穴８０と
凹凸面８２とを組み合わせて用いてもよい。
【００４７】
　上記各実施形態では、内視鏡１０に用いられる栓体として鉗子栓４０について説明した
が、鉗子栓４０以外にも、内視鏡１０の栓体としてディスポーザルタイプとして使い捨て
で用いられるもの、例えば吸引ボタンなどに対し、本発明を実施してもよい。この場合に
は、栓本体を水膨張性エラストマから構成し、表面に防水コート層を施す。使用時には内
視鏡１０に密着し水密に結合しており、使用後に洗浄する場合には内視鏡１０から取り外
される。そして、内視鏡１０から取り外されると、水密に口金等の取付部分に密着してい
た部分が外部に露呈する。このように取り外した状態で外部に露呈する部分に、液体接触
部を形成し、この液体接触部を介し洗浄時に洗浄液に触れさせて、栓本体を膨張させるこ
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とにより、形状を変化させて、再使用することが阻止される。また、栓本体の液体接触部
を水溶性エラストマから構成しても、同様に、水に接触して溶けて、現状の形状を維持す
ることができなくなり、再使用を阻止することができる。
【００４８】
　上記実施形態では、処置具導入部に口金を介して鉗子栓を取り付けたが、処置具導入部
に口金嵌合部が一体的に形成されている内視鏡では、口金は使用せずに処置具導入部に一
体的に形成された口金嵌合部に鉗子栓を取り付けてもよい。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】
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